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大山町空き家・空き地
          情報用制度の流れ

　

町
営
巡
回
バ
ス
、
路
線
バ
ス
と

も
に
、
今
後
も
利
用
状
況
に
応
じ

て
見
直
し
の
検
討
は
継
続
し
て
行

い
ま
す
。
ご
意
見
・
ご
要
望
は
企

画
情
報
課
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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町
営
巡
回
バ
ス

４
月
１
日
か
ら
変
更
し
ま
す

　

現
在
、
巡
回
バ
ス
は
名
和
地
区

を
運
行
し
て
い
ま
す
が
、
無
料
試

験
運
行
し
て
い
る
中
山
地
区
の
巡

回
バ
ス
も
平
成
20
年
4
月
か
ら
本

格
運
行
し
ま
す
。
名
和
地
区
、
中

山
地
区
の
巡
回
バ
ス
は
そ
れ
ぞ
れ

の
地
区
で
巡
回
運
行
し
、
前
谷
に

接
続
点
を
設
け
、
１
日
３
便
乗
り

継
ぎ
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

中
山
地
区
で

巡
回
バ
ス
の
運
行
を

し
ま
す

料
金
を
値
上
げ

し
ま
す

　

料
金
は
区
間
に
関
係
な
く
、
１

人
１
回
２
０
０
円
と
す
る
予
定
で

す
。（
就
学
前
の
乳
幼
児
は
無
料
）

　

改
定
の
理
由
と
し
て
は
、
町
の

財
政
状
況
が
悪
化
す
る
中
、
町
が

運
行
す
る
巡
回
バ
ス
の
料
金
を
従

来
の
一
律
１
０
０
円
か
ら
２
０
０

円
に
引
き
上
げ
、
町
の
財
政
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
で
す
。
ま

た
、
昨
年
、
名
和
地
区
巡
回
バ

ス
の
利
用
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
９
割
以
上
の

方
が
、
２
０
０
円
以
上
で
も
利
用

し
た
い
と
答
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
な
お
、
多
く
ご
利
用
し
て
い

た
だ
く
方
に
、
お
得
な
回
数
乗
車

券
の
販
売
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

料
金
値
上
げ
の
条
例
改
正
議
案

は
３
月
議
会
で
審
議
・
議
決
さ
れ

ま
す
。

　

中
山
地
区
巡
回
バ
ス
の
運
行
開

始
に
伴
い
、
名
和
地
区
巡
回
バ
ス

の
ダ
イ
ヤ
も
変
更
し
ま
す
。
大
幅

な
変
更
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お

間
違
い
の
な
い
よ
う
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

中
山
地
区
巡
回
バ
ス
も
試
験
運

行
中
の
利
用
状
況
、
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
に
よ
り
、
時
刻
表
を
変
更

し
ま
す
。
従
来
の
試
験
運
行
と
通

過
時
刻
、
経
路
が
異
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
新
し
い
時
刻
表
を
確
認

の
う
え
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

４
月
1
日
か
ら

時
刻
表
を
改
正

し
ま
す

公
共
交
通
機
関
を

利
用
し
ま
し
ょ
う

　

マ
イ
カ
ー
の
普
及
に
よ
り
公

共
交
通
機
関
の
利
用
者
は
減
少

し
、
バ
ス
事
業
者
の
経
営
は
悪

化
す
る
た
め
、
便
数
、
路
線
は

縮
小
さ
れ
、
さ
ら
に
利
用
し
な

く
な
り
・
・
・
そ
の
悪
循
環
が

現
在
の
バ
ス
路
線
の
現
状
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
核
家
族
、
高

齢
化
が
進
む
中
、
車
の
運
転
を

リ
タ
イ
ア
さ
れ
る
方
も
こ
れ
か

ら
増
え
て
い
き
、
交
通
手
段
を

確
保
す
る
必
要
性
は
ま
す
ま
す

高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
今
現
在
、
交
通
手
段
を

も
っ
て
い
な
い
人
だ
け
の
公
共

交
通
機
関
で
は
な
く
、
自
分
の

た
め
、
地
域
の
た
め
、
町
民
み

ん
な
の
た
め
に
、
1
週
間
に
1

回
で
も
、
1
月
に
1
回
で
も
都

合
の
つ
く
と
き
に
公
共
交
通
機

関
を
利
用
し
て
通
勤
・
通
学
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
。
皆
さ
ん
が

少
し
ず
つ
利
用
し
て
く
だ
さ
る

こ
と
が
今
後
の
公
共
交
通
の
維

持
、
発
展
に
つ
な
が
る
と
思
い

ま
す
。

　

路線バス・巡回バスの変更点について

※
4
月
改
正
予
定
の
時
刻
表
は
中
山
地
区
に
全
戸
配
布
し
ま
す
。

福
祉
タ
ク
シ
ー
事
業

に
つ
い
て

　

路
線
バ
ス
、
巡
回
バ
ス
が
通

ら
な
い
地
域
の
皆
さ
ん
は
、
福

祉
タ
ク
シ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

こ
の
制
度
は
お
お
む
ね
65
歳

以
上
で
一
般
の
交
通
機
関
を

利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
方

に
、
利
用
者
の
居
宅
か
ら
、
目

的
地
ま
で
の
往
復
の
タ
ク
シ
ー

乗
車
代
金
の
3
分
の
２
を
助
成

す
る
制
度
で
す
。（
目
的
地
が

町
外
の
場
合
は
居
宅
か
ら
最
寄

り
の
交
通
機
関
停
留
所
な
ど
を

目
的
地
と
し
ま
す
）
月
2
回
ま

で
の
利
用
が
可
能
で
す
。
こ
の

制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め

に
は
、
事
前
に
申
請
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
、

広
報
2
月
号
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
担
当
課
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

　

福
祉
保
健
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
７

　

中
山
支
所
福
祉
課
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大
山
支
所
福
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